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令和３年度建築物における木材の利用の促進に向けた措置の
実施状況の取りまとめ概要

今回の日合商解説（vol.44）では、建築物における木材の利用促進に向けた取
組について解説していきます。まずは実績について、読み解いていくことで、
これまでにどのようなことが行われてきたのか、今後はどのような方向性で進
んでいくのか。事業者としてどのような取り組みをすれば良いか、探っていき
ます。

建築物木材利用促進協定とは？

「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する
法律」の成立に伴い、建築物における木材利用を促進するために創設。川上と川中の
事業者が協定に参画することで、地域材の利用促進に繋げる。

ここではまず
最初に重要な
「建築物木材
利用促進協
定」について
記載していま
す。地域材活
用推進の為の
ビジネスス
キームと捉え
ておくと良い
かもしれませ
ん。

官民が連携す
ることが重要
な位置づけで
あることを踏
まえて今後の
対策が必要と
なります。
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令和３年度（2021年度）の実績・数値における今後の課題抽出②

93％の市町村が木材利用方
針を策定。そして、その改
定を進めている。
2021年12月末時点で4県・1
町が改定済。

協定を組む為には周知告知が必要不可欠
で、その為の販促活動や相談の窓口の設
置が行われていきました。実際に、官民
での連携を推進していきたいと考えてい
る事業者の方は窓口より相談を行うこと
が求められます。また団体としては講演
による周知として国が解説者を派遣して
くれるようです。
ただし、まだ協定の件数は少ないのが実
情で、より案件を増やしていき木材利用
促進に拍車をかけるには事業者が動き出
さなければ難しいかもしれません。

目下の活動として、木材利用に興味を
持っている属性の事業者・国民に向けた
活動が進んでいます。
これ以降の活動としては「現在、木材利
用についての検討度合いが低めの方」に
向けてどのように普及・啓発を行ってい
くかが課題です。これは国や地方自治体
よりも一事業者としても取り組まなけれ
ばならない課題かもしれません。

利用環境整備については従前の取り組み
同様に、技術の普及促進が掲げられてい
ます。ＣＬＴ、木質耐火部材等の利用拡
大、ＪＡＳ構造材の利用等です。
住宅においても様々な省庁が取り組むよ
うに省エネ性能に優れた木造住宅の整備
等が記載されています。
気になる点は、国民・地域社会への訴求
は事業者に委ねられているかのように、
明言されていないということです。



国が主体となって広く
行っていく措置

国が地方公共団体に向けて
行っていく措置

建築物一般での木材利用促進

＜木材利用促進＞
・建築物木材利用促進協定精度の運用
・設計及び施工の先進的技術の普及
・加工流通体制の整備
・規制についての検討
・木材利用促進の国民運動
＜情報発信＞
・公共建築物での木材利用推進
・CLT等の木材利用
・木質耐火部材等を含む木材利用

都道府県に向けて
・木材利用推進について早期改定
・国から運用に資する情報提供
・都道府県市区町村が所有する公共建築物の
整備主体に対する木材利用の積極的な働きか
け 等

情報提供

公共建築物木材利用促進

今後の木材・合板事業者としての取り組みについて④

▶事業者としてどのような取り組みをすればよいか？
基本的には木材・合板を取り扱う事業者として、使用・活用の訴求を地域社会に向けて
行っていくスタンスは変わりません。ただし、工務店・取引先またはその先のエンドユー
ザーに対し、訴求する方法を検討していく必要がありそうです。
訴求するには、まず自社がどのような木材の活用方法を行ってきたかＷＥＢサイト上に掲
載するのも良いかもしれません。そのうえで、工務店・取引先に対しては、住宅内での木
材活用方法をセミナーやイベントを通じて周知を行い、エンドユーザーに対しては工務
店・取引先を通じて訴求活動を行うと良いかもしれません。
これらの活動を通し、木材活用のアイデア・ノウハウが蓄積されてくると、営業に利用す
ることが出来ます。これにより販路拡大や行政との繋がりを強固なものにしていくことも
おススメです。

木造化・木質化ともに
徐々に普及、達成に向
けて推進されています。
公共建築物において地
域材の活用は今後も進
んでいくことが見えて
いる状況ですので、地
域社会においては、空
き家・ストック再生・
新築・リフォーム等の
分野においての木材利
用の促進が進んでいけ
ば脱炭素社会に向けた
取組がより一層進んで
いくことになりそうで
す。

国が整備する公共建築物における木材の利用の目標の達成状況（2020年度）③


